
《調布市交通バリアフリー基本構想》

平成12年12月に「高齢者・身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」

（以下「交通バリアフリー法」と称す）が制定されました。

調布市では、交通バリアフリー法に基づき「調布市交通バリアフリー基本構想」を平成19年２月にとりまとめ

ました。　「みんなの　からだ　と　こころ　にやさしいまち　調布」を基本理念に揚げ　平成22年12月31日まで

に実施できる基本構想を設定しました。

基本構想を定める重点整備地区として「国領駅・布田駅・調布駅周辺地区」を位置づけています。

また、調布市は主に駅施設を中心とした交通結節点周辺のバリアフリー化を実施する促進地区に「つつじヶ丘

駅周辺地区」、「柴崎駅周辺地区」、「西調布駅周辺地区」の３地区を、将来的にバリアフリー化を検討する展開

地区に「仙川駅周辺地区」、「飛田給駅周辺地区」、「京王多摩川駅周辺地区」の３地区を位置づけています。






